
十
一
月
は
下
請
取
引
適
正
化

推
進
月
間
で
す

下
請
取
引
の
ル
ー
ル
を

守
っ
て
い
ま
す
か
。

　
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
は
、
下

請
取
引
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
ル
ー
ル
を
親
事
業
者
が
遵
守
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
下
請
取
引
を
よ
り
公
正
な

も
の
に
し
、
下
請
企
業
の
利
益
の
保
護
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
下
請
単
価
を
一
方
的
に
引
き

下
げ
た
り
す
る
こ
と
や
、
安
易
は
発
注
の

取
消
し
や
納
期
の
延
期
な
ど
も
ル
ー
ル
違

反
と
し
て
禁
止
し
て
い
ま
す
。

　
本
法
は
次
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
定
め
て

い
ま
す
。

　
　
下
請
事
業
者
に
責
任
が
な
い
の
に
、

い
っ
た
ん
注
文
し
た
物
品
の
受
領
を
拒
ん

で
は
な
ら
な
い
（
受
領
拒
否
の
禁
止
）
。

　
　
下
請
代
金
を
物
品
の
受
領
後
六
十
日

以
内
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
支

払
遅
延
の
禁
止
）
。

　
　
下
請
事
業
者
に
責
任
が
な
い
の
に
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
た
下
請
代
金
を
支
払
時

に
減
額
し
て
は
な
ら
な
い
（
下
請
代
金
の

減
額
の
禁
止
）
。

　
　
下
請
事
業
者
に
責
任
が
な
い
の
に
、

受
領
し
た
物
品
を
返
品
し
て
は
な
ら
な
い

（
返
品
の
禁
止
）
。

に
下
請
取
引
の
実
態
を
調
査
し
、
こ
れ
ら

に
該
当
す
る
行
為
が
起
き
て
い
な
い
か
ど

う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

親
事
業
者
が
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
行
為
を

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
や
め
さ

せ
る
と
と
も
に
、
下
請
事
業
者
が
受
け
た

不
利
益
の
回
復
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　
十
一
月
は
下
請
取
引
適
正
化
推
進
月
間

で
す
。
下
請
取
引
に
関
す
る
相
談
等
を
次

の
連
絡
先
ま
で
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

　
　
著
し
く
低
い
下
請
代
金
を
不
当
に
定
め

て
は
な
ら
な
い
（
買
い
た
た
き
の
禁
止
）
。

　
　
製
品
を
均
質
に
す
る
た
め
、
原
材
料
や

工
具
・
部
品
等
を
自
己
か
ら
購
入
さ
せ
る
場

合
を
除
き
、
自
己
の
指
定
す
る
物
の
購
入
を

強
制
し
て
は
な
ら
な
い
（
購
入
強
制
の
禁
止
）
。

　
　
有
償
支
給
し

た
原
材
料
等
の
対

価
を
下
請
代
金
の

支
払
期
日
よ
り
早

い
時
期
に
支
払
わ

せ
て
は
な
ら
な
い
（
有

償
支
給
現
在
料
等

の
対
価
の
早
期
決

済
の
禁
止
）
。

　
　
下
請
代
金
を

一
般
の
金
融
機
関

で
割
り
引
く
こ
と

が
困
難
な
長
期
手

形
に
よ
り
支
払
っ

て
は
な
ら
な
い
（
割

引
困
難
な
手
形
の

交
付
の
禁
止
）
。

　
公
正
取
引
委
員

会
及
び
中
小
企
業

庁
で
は
、
定
期
的

「
下
請
取
引
適
正
化
推
進
月
間
」

　
　
　
　
　
　
　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
標
語

　
総
務
部
公
正
取
引
室

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
九
八
ー
八
六
三
ー
二
二
四
三
）

　
経
済
産
業
部
中
小
企
業
課

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
九
八
ー
八
六
二
ー
一
四
五
二
）

知
っ
て
ま
す
か
下
請
法

　
守
っ
て
ま
す
か
取
引
ル
ー
ル


